
◎酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を

改正する法律 
（平成二八年六月三日法律第五七号）（衆）   

一、提案理由（平成二八年五月一二日・衆議院本会議） 

○宮下一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び概要を

御説明申し上げます。 

本案は、酒税の保全及び酒類の取引の安定を図るとともに、酒類の適正な販売管理の

確保を図るため、所要の改正を行おうとするもので、以下、その主な内容につきまして

御説明申し上げます。 

第一に、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者または酒類販売

業者の適切な経営努力による事業活動を阻害して消費者の利益を損なうことのないよう

に留意しつつ、酒類製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるものとしており

ます。また、その基準を遵守しない酒類製造業者等に対して、指示、公表、命令をする

ことができ、命令違反に対しては、免許の取り消しができること等としております。 

第二に、公正な取引の基準の実効性を確保するため、財務大臣の質問検査権の対象に、

酒類業組合等、酒類製造業者または酒類販売業者の関係事業者を追加することとしてお

ります。 

第三に、酒類製造業者または酒類販売業者の酒類の取引に関し、公正取引委員会と財

務大臣の連携強化を図るため、両者の間において双方向の報告制度を設けることとして

おります。 

最後に、酒類小売業者は、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた者のうち

から酒類販売管理者を選任しなければならないこととするほか、選任した酒類販売管理

者に対しては、財務省令で定める期間ごとに研修を受けさせなければならないこととし

ております。 

本案は、去る五月十日、財務金融委員会において、全会一致をもって委員会提出の法

律案とすることに決したものであります。 

何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、参議院財政金融委員長報告（平成二八年五月二七日） 

○大家敏志君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。 

本法律案は、衆議院財務金融委員長提出によるものでありまして、酒税の保全及び酒

類の取引の円滑な運行を図るため、財務大臣は、酒類に関する公正な取引につき、酒類

製造業者等が遵守すべき公正な取引の基準を定めるとともに、酒類の適正な販売管理の

確保を図るため、酒類小売業者に対し、酒類販売管理研修を受けた者のうちから酒類販

売管理者を選任すること及び財務省令で定める期間ごとに研修を再受講させることを義

務化する等の所要の措置を講じようとするものであります。 



委員会におきましては、提出者衆議院財務金融委員長宮下一郎君より趣旨説明を聴取

した後、討論に入りましたところ、民進党・新緑風会を代表して尾立源幸委員より本法

律案に賛成する旨の意見が述べられました。 

討論を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


